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危険度判定票作成の手引き
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令和４年度版

公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会

『手引き』とは・・・・

■ 擁壁

■ のり面等被害状況調査

■ 危険度判定票作成の手引き

手引き-○
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１．危険度判定票

手引き－8

4

１ 擁壁の危険度判定票（簡易記録）
手引き20,21
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１ 宅地地盤/のり面・自然斜面の危険度判定票
手引き16,17

6

１ 宅地地盤/のり面・自然斜面の危険度判定票
（簡易記録） 手引き24,25
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２．擁壁被害危険度判定票の作成
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基本事項の記入例

9

手引き－20

手引き－22

２ 被災状況の記入例
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２ 被災状況図の記入（平面図）

12

・住宅地図又は地形図から
被災現場周辺を切り抜き、
被災現場を○で囲み、貼り
付ける。

・手書きの場合も、周辺の状
況や被災状況を記入する。

手引き-2,2

① 平面図
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２ 被災状況図の記入（断面図）

13

手引き-22

・高さ、幅・長さや範囲、被災状況を
分かりやすく書く。
・擁壁上下の家屋までの最短距離を
必ず記入する。

・断面図だけでなく、正面図や立体図
も必要に応じて書き入れる。

②断面図

高さ

幅

現地でスケッッチ

高さ、幅の規模を記入。

延長（奥行き）も記入する。

単位をしっかりと書く。

２ 擁壁の基礎的条件

14

手引き－5,23

①
練積み造
擁壁

②
増積み
擁壁

③
コンクリート
擁壁
(プレキャス
トを含む)

④
二段
擁壁

⑤
張出し床
版付擁
壁

⑥
空石積
擁壁

図3-2 擁壁の種類



8

２ 練積み造擁壁

15

1.  間知石

2.  コンクリートブロック

3.  ブロック

1 2

3

判定マ－17

２ 増積み擁壁/二段擁壁

16

二段擁壁

増積み

判定マ－18



9

17

■擁壁の高さの測り方

①増積み擁壁 ②二段擁壁

擁壁部分と増積部分 上部と下部

擁
壁

部
分

上
部

17

増
積

部
分

下
部

手引き－6

２ 増積み擁壁/二段擁壁

２ コンクリート擁壁

18

1 2

3 4

1. Ｌ型（逆Ｔ）擁壁

2. もたれ式擁壁

3. 重力式擁壁

4. プレキャストＬ型擁壁

コンクリート擁壁
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２ 空石積擁壁

19

空石積み

1

2 3

4

1.  玉石積 2.  間知石

3．くずれ石・自然石

4. コンクリートブロック

２ 張出し床版付擁壁

20
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手引き－15

２ 擁壁の基礎点

21

ケースＡ

２ 擁壁の設置条件

22

手引き－6

■建物と道路との位置関係
・擁壁に対して、建物・道路が図－２の何処に位置するかを把握し、基礎点を配点する
。

ケースＡ

ケース 条 件

Ａ 影響範囲に建物または道路が存在する

Ｂ 影響範囲に建物または道路が存在しない

図－２ 建物、道路との位置関係
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２ 擁壁の基礎点

23

手引き－23

① 湧水
・湧水の有無をチェックする。有りの場合、湿潤か、にじみ出し・流出かをチェックする。
② 排水施設
・排水施設の設置状況を天端付近の排水施設と水抜孔の状況により区分した表により
チェックする。
③ 擁壁の高さ
・擁壁の高さ(地上高さ)の最大値が該当する部分の点数を〇で囲む。

ケースＡ ケースB

手引き-7

２ 擁壁の排水施設

24

分 類

(イ)タイプ

(口)タイプ

(ハ)タイプ

内容 模 式 図

水抜孔及び天端排水溝があ
るか天端付近で表面水の地
盤への浸透が阻止されてい
る場合。

水抜孔はあるが、天端付近
で表面水が浸透しやすい
状況にある場合

水抜孔が設置されていない
か、あっても宅地造成等規制
法及び都市計画法の基準を
満たしていない場合(1ヶ所/3
㎡、φ≧75mm)ただし、空積
みの場合は対象外とする

表-3 排水施設の設置状況分類表
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２ 変状の程度（大・中・小）の概要説明

26

手引き－23
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２ 擁壁の変状形態と変状点

27

手引き－23
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30

参考－2

２ 擁壁の水平移動

伸縮目地の前後のずれで判
断
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判定マ－2９

共
通
事
項

擁
壁
の
折
損(

石
積
み)

小被害 中被害 大被害

変状を生じているが、その
部分を補修することにより、
その機能が回復するもの。

被災を受けており、補修又
は部分的な改修によりその
機能が回復するもの。

致命的な打撃を受け、その機能
を失っているもの。また、復旧に
は全体の改修を要するもの。

クラックを境にわずかに後
傾している。

クラックを境に明らかに後傾
しており、抜け石があり、裏
込めコンクリートが見える。

基礎部を含めて完全に機
能を失っている。

表3-15(2) 擁壁の変状の程度「大・中・小」の説明

34

２ 折損(石積み)
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19
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２ 基礎及び基礎地盤の被害

39

図2－3 参照

40

参考－9

２ 排水施設の変状
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>破裂して水が

流出している
41

２ 擁壁背面の水道管の破裂

２ 擁壁被害の判定（無被害：簡易記録）

42

手引き－21
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２ 擁壁被害の判定

43

「被害程度の判定値」より判定する

手引き－3,23

手引き－3

２ 所見(記入者の意見)：緊急度

44

大→すぐに措置しなければならない。

明らかに交通が困難な状況で家屋等個人の財産が崩壊しており、
そのまま放っておくと構造物や人命に危険が及びそうな二次的災害
が起こり得るもの。

中→ある程度の日数は放置しておくことができる。

やや交通が困難で、家屋等個人の財産に被害が見受けられ、長
期間放っておくには危険すぎると思われるもの。

小→ある程度の期間は放置しておくことができる。

交通はさほど困難ではなく、家屋等にもあまり被害は見受けられな
い。

構造物や人命に対して危険ではないもの。

※ 無被害の場合は記載しなくてよい。
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手引き－3

２ 所見(記入者の意見)：拡大の見込み

45

 「拡大の見込み」の有無の判断は、危険度の評価、緊急度及び現場の状

況等を総合的に勘案して該当するものをチェックする。

 ここに示す「拡大の見込み」は、被害そのものが今後どのようになるのか、

収束するのか、拡大するのかを考慮し、拡大をする場合の「拡大の見込み

」として判定士が記入するものである。

 判定士が記入する拡大の見込みの「有・無・判断不可」については、危険

度の評価、緊急度、現場の状況、今後の天候の見込み、余震の継続、被

害箇所周辺の施設など、総合的に勘案し「評価」する。
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３．宅地地盤被害危険度判定票
の作成

47

48

３ 被災状況図の記入例
手引き－26
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50

手引き－27

３ 宅地地盤の変状形態と変状点
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手引き－27

３ 宅地地盤被害の判定

51

4+1
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53

1.

2.

3.

1. 地盤の沈下

2. 地盤のクラック

3. 地盤の陥没

３ 宅地地盤に関する被害

３ 宅地地盤に関する被害

54

４
.

4.  地盤の液状化

5.  地盤の隆起

6.  段差

５.

６.



28

４．のり面・自然斜面被害危険度
判定票の作成

55

56

４ 3のり面・自然斜面の被災状況図の記入例
手引き－30
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要避難

手引き－31

４ のり面・自然斜面の基礎的条件

58
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手引き-31

59

４ のり面・自然斜面の変状形態と変状点

４ のり面に関する被害(1)

60

水路ＢＯＸ北陸自動車道

水みちライン
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４ のり面に関する被害(2)

61
1.

2.

1.  のり面工アンカーヘッドの抜け出し

2.  植生工のり面

手引き-31

４ のり面・自然斜面被害の判定

62
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要避難

５．宅地地盤全体被害調査判定票
の作成

64
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手引き－5

５ 複合被害の場合

65

 擁壁・宅地地盤、擁壁・のり面等の複合被害がある場合は、

(様式－1)と(様式－2) の両方の帳票を用いて判定を行う。

 ただし、(様式－1)と(様式－2)のうち共通する部分（例えば「被災

状況図」など）と擁壁の危険度判定については(様式－1)に記入

し、のり面の危険度判定については、(様式－2)に記入するもの

とする。

手引き－4,11

図-1 大規模盛土造成地で発生する滑動崩落

(a)谷埋め型大規模盛土 (b)腹付け型大規模盛土

５ 宅地地盤全体の大規模盛土滑動崩落

66

宅地造成地全体に被害が及んでいる場合は、地滑りや地盤の側方流動な
どが考えられる。このような場合、調査票に被害が分かる代表断面等記録し
、状況に応じて地滑り、地盤工学等の専門家に支援を受けるべく、災害対策
本部に報告する。
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５ 宅地地盤全体の被害
手引き－11

(a)のり尻の隆起の事例 (b)のり肩の亀裂の事例

(c)腹付け盛土の崩壊の事例 (d)液状化による側方流動の事例 67

手引き－10

６ 判定ステッカーによる現地表示

68
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手引き－10

６ 判定ステッカーによる現地表示例

69図－３ 危険度判定ステッカーの記入例

ステッカーには、以下の内容を簡潔に記入する。
① 何が危険であるか
② 判定日時
③ 宅地危険度判定実施本部の連絡先
④ 無被害の場合は、「簡易記録」として記載を

省略してもよい。

手引き－9

写-2 危険度判定ステッカーの添付事例 70

６ 判定ステッカーによる現地表示事例
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手引き-9,10

６ 判定ステッカーによる現地表示方法

71図－４ 判定ステッカーによる現地表示方法(例)

判定士は、調査票による被災宅地危険度判定結果から被災程度に
応じたステッカーで現地表示を行う。ステッカー添付する場所は、その宅
地に出入りする人、その宅地の周辺の人が目に付きやすい場所とし、玄
関先、塀、擁壁、車庫などにガムテープ、針金など貼り付け、風などで飛
ばないようにする。

なお、雨が当たりそうな箇所では、ビニールなどで覆うとよい。

72

ご静聴ありがとうございました

公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会


